
 

  契約情報公表に必要な事項に関する取扱 

 

                               平成２０年３月１４日 

理 事 長 裁 定 

（趣旨） 

第１条 この取扱は，独立行政法人国立文化財機構契約情報公表要項第２条に基づき，独立行政

法人国立文化財機構（以下「機構」という。）における内容を公表する契約に関し，公表に必

要な事項を定める。 

 

（内容を公表する契約） 

第２条 公表の対象とする契約は，次の契約のうち，機構の支出の原因となる契約とする。 

（１）競争契約 

独立行政法人国立文化財機構契約事務取扱細則（以下「細則」という。）第７条の規定

により締結された一般競争契約及び細則第８条の規定により締結された指名競争契約。 

（２）随意契約 

細則第９条第１項の規定により締結された随意契約のうち，予定価格が同条第１項第３

号に掲げる金額を超えるもの及び同条第２項の規定により締結された随意契約。 

ただし，陳列品に関するもの及び細則第９条第１項第１号アに該当するものについては，

第３条の（１）並びに（２）のうち①及び④の項目の内容が具体的に特定されない表現に

より公表することができるものとする。 

 

（契約の内容で公表する事項） 

第３条 公表する契約の内容で，公表する事項は次のとおりとする。 

（１）競争契約 

① 契約に係る工事の名称，場所，期間及び種別若しくは物品役務等の名称及び数量 

② 契約担当者等の氏名並びにその所属する施設等の名称及び所在地 

③ 契約を締結した日 

④ 契約の相手方の商号又は名称及び住所 

⑤ 一般競争入札又は指名競争入札の別 

⑥ 予定価格（公表したとしても，他の契約の予定価格を類推されるおそれがないと認め

られるもの又は機構の事務又は事業に支障を生じるおそれがないと認められるものに

限る。） 

⑦ 契約金額 

⑧ 落札率（契約金額を予定価格で除したものに百を乗じて得た率。予定価格を公表しな

い場合を除く。） 

 

（２）随意契約 

① 契約に係る工事の名称，場所，期間及び種別若しくは物品役務等の名称及び数量 

② 契約担当者等の氏名並びにその所属する施設等の名称及び所在地 

③ 契約を締結した日 



④ 契約の相手方の商号又は名称及び住所 

⑤ 随意契約によることとした会計規程等の根拠条文及び理由 

⑥ 予定価格（公表したとしても，他の契約の予定価格を類推されるおそれがないと認め

られるもの又は機構の事務又は事業に支障を生じるおそれがないと認められるものに

限る。） 

⑦ 契約金額 

⑧ 落札率（契約金額を予定価格で除したものに百を乗じて得た率。ただし，予定価格を

公表しない場合及び予定価格を作成しない場合を除く。） 

⑨  機構の主務官庁が所管する公益法人と随意契約を締結する場合において、当該法人に

機構の常勤の役職員であった者が役員として、契約を締結した日に在職していた場合は

その人数 

 

 

附 則 

この取扱は，平成２０年３月１４日に制定，同日から施行し，平成２０年１月１日より適用す

る。 


